
静岡市津波防災地域づくり推進計画  ～概要版～         

推進計画の目的 

地域の実情を踏まえ、行政だけでなく様々な主体が行うハード・ソフト施策を組み合わせた地震
・津波対策を推進し、平常時の賑わいを保ちながら、最大クラスの津波が発生した場合でも、市
民の人命・財産・経済活動を守る、津波に強いまちづくりを行うことを目的とします。 

本市で想定される被害 

【静岡県第４次地震被害想定】 (地震動：基本ケース、 
 津波：ケース①、冬・深夜発生、早期避難率低の場合) 
・最大震度：７ 
・津波高：駿河区  平均8m 最大12m 

清水区 平均6m 最大11m 
・浸水面積：約1,790ha 
・建物被害(全壊・焼失)：約60,000棟 
・死者想定：約15,100人(津波による死者は約12,600人) 

津波防災地域づくり上
の課題 

③地震・津波から安全・ 
確実に逃げられる環境 

・津波による建物倒壊・人的被害 

・地震動による建物倒壊 

・幅員の狭い道路の分布 

・津波避難施設の確保 

・迅速かつ安全な避難 

④被災生活、復旧、復興の備え 

・被災後の復旧、復興 

⑤災害時要配慮者の避難・ 
支援体制 

・沿岸部の要配慮者施設 

・地理不案内な観光客や転入者 

・津波浸水想定区域 

・津波到達時間 

・津波による建物倒壊・人的被害 

①津波による被害を軽減する 
津波対策施設 

・地震動による建物倒壊 

・幅員の狭い道路の分布 

・延焼危険度 

②地震・津波による被害を 
受けにくい市街地 

地震・津波被害を減らすためには、浸水想定区域外から通勤・通学している人などに対する普及
・啓発や、浸水想定区域外から被災地への救援活動・物資輸送・災害医療活動なども考慮する必
要があることから、『静岡市全域』を対象とします。 

推進計画区域 

基本方針 

    安心・安全な暮らしと、 

活気・賑わいが両立するまちづくり 

都市計画マスタープランにおける土地利用の基本方針に即しつつ、地区

計画制度等を活用した津波に強い市街地の形成や、防災と生活や産業と

の調和を図った適正な土地利用の誘導を行います。 

土地利用 

◆多重防御による対策 

津波防災地域づくりの基本的な考え方 

最大クラスの地震・津波に
対しては、構造物の防災機
能のみで人命を守るには限
界があるため、ハード・ソ
フト施策を組み合わせた 
「多重防御」による対策を
行います。  

◆市民生活への配慮 

住居や地域の産業、都市機
能の確保等を図り、地域の
発展を展望する計画とし、
被災時にも産業の維持・継
続が可能となる対策を行い
ます。  

想定しうる最大クラスの津波に対する確実な避難行動につなげるため、津波

浸水想定区域を含む町丁目で設定する｢避難対象地区｣を対象とし、津波に対

する警戒避難体制の整備や将来にわたる継続的な取組により、地域防災計画

に定めた｢『5分・500m』で避難できる地域づくり」を目指します。 

警戒避難体制の整備 

取組方針 

津波被害を 
確実に減らす 

地震・津波に強い
構造のまちづくり 

確実かつ迅速に早期
避難できる体制づくり 

自助・共助の
促進 

被災後の立ち
直りを早くする 

・自助・共助の促進 
 →津波災害リスクの周知 
 →市民・地域・事業者の活動の支援 
・関連計画との整合 
 →関連計画の更新に合わせた警戒避 
  難体制と土地利用の基本的な考え 
  方の見直し 

今後の取組方針 

◆今後さらに検討が必要な事項 

８地域区分 

本市の沿岸部は、特徴の異なる複数の
地域によって構成されていることから、 
地域ごとに課題と方針を整理しました。 
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・要配慮者施設ごとの避難マニュアル 
の作成 
・地理不案内な転入者や児童向けの 
防災訓練 
・多言語化・やさしい日本語による表示 
・コミュニティにおける共助の促進 

など  

自助・共助の
促進 

事業・事務 

 

・津波避難施設の整備 

・災害情報伝達体制の強化 

・ブロック塀の耐震化・撤去 

・津波避難計画の策定 

・津波避難マップの作成・周知 

・避難訓練の充実・強化 

・津波避難誘導標識・誘導灯の整備 

など 

確実かつ迅速に早期
避難できる体制づくり 

 
・建物の耐震化            など 

地震・津波に強い
構造のまちづくり 

 
・津波対策施設(海岸、河川)の整備 
・既存の津波対策施設の耐震化 

など 

津波被害を 
確実に減らす 

 

・被災生活とまちの復旧の準備 

・緊急輸送路の確保 

・地籍調査業務 

・事業継続計画策定に関する支援 

など 

被災後の立ち
直りを早くする 

・計画・実施・検証・改善 

◆推進計画の定期的な見直し 


